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第１６号議案説明資料 

芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例新旧対照表 
（下線部分は，改正部分） 

改正案 現 行 

（給与） （給与） 

第2条 特別職の職員に支給する給与は，給料，通勤手当，期末手当及

び退職手当とする。 

第2条 特別職の職員に支給する給与は，給料，地域手当，通勤手当，

期末手当及び退職手当とする。 

（給料） （給料及び地域手当） 

第3条 特別職の職員の給料の額は，次のとおりとする。 第3条 給料の額及び地域手当の額は，別表のとおりとする。 

(1) 市長 月額 1,061,000円 

(2) 副市長 月額 885,000円 

(3) 教育長 月額 732,000円 

（退職手当の額及び支給方法等） （退職手当の額及び支給方法等） 

第5条 （省略） 第5条 （省略） 

2 退職手当の額は，退職の日におけるその者の給料月額にその者の在

職月数を乗じた額に，それぞれ次に掲げる支給割合を乗じて得た額

とする。 

2 退職手当の額は，退職の日におけるその者の給料月額にその者の在

職月数を乗じた額に，市長にあつては100分の48，副市長にあつては

100分の29をそれぞれ乗じて得た額とする。 

(1) 市長 100分の43 

(2) 副市長 100分の26 

(3) 教育長 100分の18 

3～5 （省略） 3～5 （省略） 

 別表（第3条関係） 

職名 給料月額（円） 地域手当（円） 

市長 836,000 83,600

副市長 724,000 72,400
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芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例新旧対照表 
（下線部分は，改正部分） 

改正案 現 行 

（議員報酬） （議員報酬） 

第2条 議員報酬の額は，次のとおりとする。 

議長 月額 737,000円 

副議長 月額 653,000円 

議員 月額 591,000円 

第2条 議員報酬の額は，次のとおりとする。 

議長 月額 698,000円 

副議長 月額 618,000円 

議員 月額 560,000円 


